
天童市経営持続サポート給付金フローチャート 

スタート 

 

次の全ての項目に該当する。 
・主たる業種は農業、林業、漁業、公務以外である。 
・コロナウイルスの影響で令和 2年中の売上げが 
前年同月比で 15％以上減少した月がある。 

・今後も事業を継続する意思がある。 
・主たる事業所が天童市内にある。 
・市税に滞納がない。または納税相談をしている。 
・政治団体、宗教上の組織または団体ではない。 
・暴力団ではない及び暴力団と利害関係がない。 

YES 

給付の対象外 

NO 

コロナウイルスの影響で令和 2年中の売
上げが前年同月比で 50％以上減少した
月が無い。 

給付の対象外 

国の持続化給付金の活用をご検討ください。 

YES 

NO 

 
次の給付金のいずれかを受給している。 
①天童市中小企業者（飲食業）緊急経営支援給付金 
②天童温泉等緊急経営支援給付金 

給付の対象 

基本額の満額を申請できます。 

給付の対象 

基本額から上記①または②の交付金額を差し引いた金額を申請できます。 

YES 

NO 


